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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　成膜材料として粉体を使用する成膜装置であって、
　密閉容器（２）と、
　前記密閉容器（２）内に設置された一対の電極（３、４）であって、粉体をその間に載
置する、一対の電極（３、４）と、
　前記密閉容器（２）内に気体を供給するための供給管（１０）と、
　前記粉体を前記密閉容器（２）内に舞上がらせるために、前記一対の電極（３、４）間
に放電を生じさせるための電源（５）と、
　前記舞上がらせた粉体と前記供給された気体とを前記密閉容器（２）内から排出するた
めの排出管（１１）と、
を有する粉体供給部（１）、及び
　基板（２５）を載置するための基板ホルダー（２６）と前記排出管（１１）から前記粉
体と前記気体とが供給されるプラズマ発生装置（２１）とを有する成膜室（２７）と、
　前記プラズマ発生装置（２１）に高周波を供給する高周波供給装置（２２）と、
を有する成膜部（２０）、
を含むことを特徴とする、成膜装置。
【請求項２】
　前記一対の電極（３，４）のうちの一方の電極が回転可能に構成されている、請求項１
に記載の成膜装置。
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【請求項３】
　前記一対の電極（３，４）のうちの一方の電極が円板状である、請求項１または２に記
載の成膜装置。
【請求項４】
　膜の製造方法であって、
　密閉容器（２）内に気体を供給しながら、前記密閉容器（２）内に設置された一対の電
極（３、４）間に放電を生じさせて、前記一対の電極（３、４）間に載置された粉体を前
記密閉容器（２）内に舞上げるとともに前記粉体の凝集を解き、
　前記舞上げられた前記粉体と前記供給された気体とを、排出管（１１）を通じてプラズ
マ発生装置（２１）に搬送し、
　前記プラズマ発生装置（２１）によりプラズマを発生させて、前記排出管（１１）から
搬送された前記気体をプラズマ化し、前記排出管（１１）から搬送された前記粉体を気化
させて基板（２５）上に膜を形成することを特徴とする、膜の製造方法。
【請求項５】
　前記一対の電極（３，４）のうちの一方の電極が回転可能に構成されている、請求項４
に記載の膜の製造方法。
【請求項６】
　前記一対の電極（３，４）のうちの一方の電極が円板状である、請求項４または５に記
載の膜の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、粉体を成膜材料に用いて、基板上に薄膜を形成する、成膜装置及び成膜方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　プラズマを利用し薄膜を基板上に生成する方法としてプラズマＣＶＤ法が知られている
。プラズマＣＶＤ法は材料ガスを用いて成膜するのが一般的であるが、材料ガスは高価な
上に、有害であったり爆発性を有したりするものが多い。この為、こうしたガスの供給設
備は安全性を高める為に、非常に高価になっている。
【０００３】
　これらの問題から、近年、成膜材料として粉体を用いる成膜装置や成膜方法の研究が盛
んに行われている。粉体を用いて良好な膜を成膜するためには、成膜で用いているプラズ
マ中に、粒径が小さくそろった粉体を精度よくコンスタントに供給することが求められる
。又、微粉体を基板に直接吹き付けて成膜する技術も研究されているが、粉体の供給に関
しては上記と同様に、粒径が小さくそろった粉体を精度よくコンスタントに供給すること
が求められる。
【０００４】
　特許文献１によれば、キャリアガスを粉体に吹き付け、舞い上がらせた粉体をキャリア
ガスに載せて排出配管にて供給する装置や方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平０６－０２４５５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載のキャリアガスにより粉体を舞い上がらせて供給する装置や方法では
、粉体が凝集している場合には、粉体を舞い上がらせることが容易ではない。また、大量
のキャリアガスにより舞い上がらせることができたとしても、粉体が凝集しているため、
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数ｍｇ／分程度の精度で粉体を供給することは困難である。
【０００７】
　更に、一様に凝集する訳ではないので、粉体の供給量が安定せず、凝集したままの粉体
が成膜室へ供給され、膜中に凝集したままの粉体が付着するなど、膜の品質を落としてし
まう。又、大量のキャリアガスが成膜室に送られると成膜室内部のプラズマが維持できな
くなる為、成膜が不可能となることもある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の成膜装置は、成膜材料として粉体を使用する成膜装置であって、一対の電極、
気体を供給するための供給管及び供給された前記気体を排出するための排出管が設けられ
た密閉容器と、前記一対の電極間に放電を生じさせるための電源とを有する粉体供給部、
及び、基板を載置するための基板ホルダーとプラズマ発生装置とを有する成膜室と、前記
プラズマ発生装置に高周波を供給する高周波供給装置とを含む成膜部からなり、前記一対
の電極は対向して設けられており、かつ、前記一対の電極のうちの一方の電極は前記一対
の電極間に粉体を載置できるように構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の成膜方法は、一対の電極、気体供給管及び排出管を有する密閉容器とプ
ラズマ発生装置とからなる成膜装置を使用して、成膜材料として粉体を用いて基板上に膜
を形成する成膜方法であって、前記一対の電極間に前記粉体を載置し、前記一対の電極間
に放電を生じさせて前記粉体を解砕し、解砕された前記粉体と前記気体供給管から供給さ
れる気体とを、前記排出管を通じて前記プラズマ発生装置に搬送し、前記プラズマ装置に
よりプラズマを発生させて前記基板上に膜を形成する、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の成膜装置や成膜方法によれば、凝集した粉体であっても放電により解砕し、気
中に分散出来るので、凝集の無い粉体を微量に搬送することができる。更に、その際の気
体の量はわずかで可能である。又、成膜部の圧力にかかわらず搬送気体および粉体の供給
量を制御することができるので、成膜部に対する汎用性が広がる。効率良く粉体を気中分
散できるとともに、電極の損耗を抑え、長期間安定した粉体供給が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明における成膜装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１は本発明による成膜装置を説明する図である。本装置は粉体供給部１と成膜部２０
とから構成される。粉体を貯留する密閉容器２にはモーター７により回転可能な、第１の
電極として円板状の導電性の円板３が設置されている。導電性円板３の上方に導電性円板
３と対向する、第２の電極４が設置されている。これら一対の電極としての円板３と電極
４に、電源５により電圧をかけて、放電６を発生することができるようになっている。こ
の時使用される電源５は導電性円板３と電極４の間に放電を起こすことができればよく、
交流電源でも直流電源でも使用可能である。一対の電極のうち、一方の電極である導電性
円板３の上には成膜材料の粉体８が載置され、導電性円板３と共に回転する。
【００１３】
　放電６が起こると、粉体８が凝集している場合でも、放電６の近辺の粉体８が凝集を解
かれると同時に空中に舞上り微粒子状（煙状）の粉体９になる。このとき、放電が起こっ
た位置の円板３上の粉体は放電位置以外の場所に移動してしまうので、円板３を回転させ
て粉体８を放電部に移動する必要がある。密閉容器２へは、図示しないガス供給設備に接
続されている気体供給管１０により、気体が供給されている。前記ガス供給設備はガスの
流量を正確に制御できる装置を備えている。
【００１４】
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　気体は不活性ガスでプラズマを励起できる気体であればよい。たとえば、アルゴン、ヘ
リウム、窒素等を使用することができ、特にアルゴンが好ましい。
【００１５】
　気体供給管１０を通して一定量の気体が密閉容器２に入ると、密閉容器２内の圧力が上
昇し、排出管１１から気体は流れ出ていく。この気体の流れに戴って、舞い上がった粉体
９も排出管１１に流れる。排出管１１に流れこんだ粉体は、フレキシブルチュ－ブ１３を
通った後、粉体流量計１４を通過する時に流量が測定される。
【００１６】
　粉体流量計１４の測定結果をもとに粉体の供給量を制御する。制御方法としては、放電
電圧、円板３の回転速度、気体の流量、排出管１１の出口の高さ等があり、適宜選択する
ことができる。
【００１７】
　排出管１１はベローズ１２により密閉容器２に接続されているため、密閉を保ったまま
上下に移動可能となっている。これらを適宜調整することで、所望の粉体供給量が得られ
る。
【００１８】
　成膜部２０に送られた粉体が混合された気体は、成膜室２７内のプラズマ発生装置であ
るプラズマガン２１に供給される。プラズマガン２１には、マイクロ波発生装置であるマ
イクロ波発振機２２から導波管２３を通してマイクロ波が供給され、排出管１１から送ら
れてきた気体をプラズマ化し、プラズマ炎２４を発生する。
【００１９】
　排出管１１を気体と共に搬送されてきた粉体８はプラズマ炎２４内で気化し、基板２５
上に薄膜となり堆積する。基板ホルダー２６はＸＹステージ上にあり、基板上の全面に成
膜出来るように、広範囲に移動可能となっている。
【００２０】
　以上のような構成により、プラズマガンに必要量のプラズマを励起する気体と、成膜材
料としての粉体の必要量を安定して供給することが可能となる。また、粉体は凝集を解い
た状態で供給することができるので、これによって品質の良い薄膜を形成することが出来
る。
【実施例】
【００２１】
　図１を参照しつつ、本発明の成膜装置及び成膜方法を説明する。
【００２２】
　粉体を貯留する密閉容器２は透明なアクリル製で内部を観察することができる様になっ
ている。この密閉容器にはモーター７により回転することができるステンレス製の円板３
が設置されている。モーター７からの回転を円板３に伝える軸には回転導入器を用いてい
るため、密閉容器２の密閉性は保たれる。
【００２３】
　円板３の上には成膜材料として平均粒径５μｍのｈＢＮ粉体８が載置され円板３と共に
回転する。さらに円板３の上方には円板３と対向する電極４が設置されている。電極４は
ステンレス製で先端は半径１ｍｍの球形状とした。
【００２４】
　円板３と電極４の間には電源５により約１０ｋＶ、２０ｋＨｚの電圧をかけ、円板３と
電極４の間に放電を起こした。この放電は一般にコロナ放電と呼ばれている現象であり、
電極間に線状の火花が見られる放電のときにｈＢＮ粉体８がよく舞い上がった。この時、
ｈＢＮ粉体８は凝集していたが、放電６の近辺のｈＢＮ粉体８が凝集を解かれると同時に
気中に舞い上り煙状の粉体９になった。
【００２５】
　円板３上のｈＢＮ粉体８は放電した部分から別の場所に移動してしまうため、円板３を
およそ毎分３０回転の速さで回転し、ｈＢＮ粉体８を放電位置へ供給した。ここでは、円
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板３の回転速度を変化させることによって粉体の供給量を制御した。
【００２６】
　密閉容器２へは図示しないアルゴンガスの供給設備に接続されている気体供給管１０に
より、アルゴンガスをマスフローコントローラーで制御し、１００ｓｃｃｍの流量で供給
した。この様にアルゴンガスを密閉容器２に供給すると、密閉容器２内の圧力が上昇し排
出管１１からアルゴンが流れ出ていく。ただし、初期においては容器内の空気がなくなる
まで充分な時間、アルゴンガスを供給し続けた。
【００２７】
　その後、放電を開始してｈＢＮ粉体８を舞い上げた。舞い上がった粉体９はアルゴンガ
スの流れに戴って、排出管１１に流れた。排出管１１に流れこんだ粉体はフレキシブルチ
ュ－ブ１３を通り粉体流量計１４に至った。この粉体流量計１４には光学式のものを使用
した。
【００２８】
　粉体流量計１４の測定結果をもとに粉体の供給量を０．０１ｇ／ｍｉｎに制御した。粉
体の舞い上がり量を制御するために円板３の回転速度を制御する方法を用いた。成膜部２
０に流れたアルゴンガスと粉体を成膜室２７内のプラズマガン２１に供給した。
【００２９】
　プラズマガン２１には２．４５ＧＨｚのマイクロ波を発振機２２から導波管２３を通し
て供給した。マイクロ波の出力は３００Ｗとし、整合器２８により整合を取った。プラズ
マガン２１では配管１５から供給されたアルゴンガスをプラズマ化し、プラズマ炎２４を
発生させた。
【００３０】
　配管１５からアルゴンガスと共に供給された粉体はプラズマ炎２４内で気化し、シリコ
ン基板２５上に薄膜となり堆積した。この時、基板ホルダー２６は図示しないＸＹステー
ジ上にあり、成膜時にはシリコン基板２５の全面に膜が形成するように、走査移動を行っ
た。この様にして、基板全面に０．５μｍの厚さで窒化ホウ素の膜を形成した。
【００３１】
　本実施例では粉体の舞い上がり量の制御を、円板３の回転速度の変化により行ったが、
更に、円板３と隙間を隔てたすり切り板を設け、円板３上の粉体の量を一定に保つと、制
御精度が向上する。又、粉体の舞い上がり量を制御する方法として、放電電圧を変化させ
る方法もある。更に、粉体の供給量を制御する方法として、排出管１１の高さを変える方
法がある。排出管１１はベローズ１２によって密閉容器２と接続されているため、上下方
向の移動が可能である。
【００３２】
　又、本実施例ではプラズマを発生するエネルギーとして、マイクロ波を用いたが、プラ
ズマを発生出来れば、マイクロ波に限った事でなく１３．５６ＭＨｚのＲＦ高周波等も使
用できる。
【００３３】
　以上説明したように本発明によれば、凝集した粉体で有っても容易に解砕しながら気中
に分散することが出来るので、その後の微量な粉体の供給が可能となる。更に、気中に舞
い上がった解砕後の粉体を測定しながら供給量を制御することが出来るので、安定供給が
可能である。また、キャリアガスと粉体の供給量を個別に制御出来るので、プラズマを良
好な状態に保つことができる。よって、本発明の成膜装置では膜中に凝集粒の無い良好な
成膜が可能となる。
【符号の説明】
【００３４】
１・・・粉体供給部
２・・・密閉容器
３・・・円板
４・・・電極
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５・・・電源
６・・・放電
８・・・粉体
９・・・舞い上がった粉体
１０・・・気体供給管
１１・・・排出管
２０・・・成膜部
２１・・・プラズマガン
２５・・・基板

【図１】
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